
参考資料



～所得税の申告件数の推移～

 所得税の申告件数は平成元年と比較して、約１．３倍に増加 （1,698万件→2,151万件）
 還付申告件数は平成元年と比較して、約１．９倍に増加し、全申告件数の過半数を占める

（659万件→1,247万件）

・老年者控除の廃止
・公的年金等控除額の引下げ

一定の公的年金所得者に係る
申告不要制度の導入

・特別（定額）減税の実施
・人的控除額の引上げ
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（注） 法人数は清算中法人の数を含めていない。

235万法人

305万法人

～法人数の推移～

平成元年と比較して約1.3倍

法人数は平成元年と比較して、約１．３倍に増加
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（注） １ 「法人実調率」は、実地調査の件数を対象法人数で除したもの。
２ 「個人実調率」は、実地調査（20年分以降は実地着眼調査を含む。）の件数を税額のある申告を行った納税者数で除したもの。

 申告件数の増加による業務量の大幅な増加、経済取引の国際化・高度情報化の進展による業務の

質的困難化に伴い、いわゆる「実調率」（注）は、平成元年と比較して、法人・個人ともに低下

～実調率の推移～

(年分)
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国際化の進展①
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平成10年 244万枚
↓

平成27年 642万枚

約2.6倍

制度開始３年で
約1.6倍

≪国外送金等調書の提出枚数の推移≫

≪国外財産調書の提出枚数の推移≫

平成25年 平成26年 平成27年

提出枚数（枚） 5,539 8,184 8,893
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国際化の進展②

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

海外進出法人数

（社）
15,850 16,370 16,732 17,658 18,201 18,599 19,250 23,351 23,927 24,011 25,233
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（社） ≪海外進出法人数の推移≫

出典：「第46回海外事業活動基本調査結果概要 －平成27（2015）年度実績－」平成29年５月 経済産業省

平成17年 1.6万社
↓

平成27年 2.5万社

約1.6倍
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国際化の進展③

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

海外投資金額

（兆円）
15.4 19.1 17.7 9.2 16.6 15.9 15.5 17.6 18 23.2 19.9
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≪家計部門からの海外投資金額≫

平成17年 15.4兆円
↓

平成27年 19.9兆円

約1.2倍

出典：「資金循環統計」日本銀行
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調査マンパワーの充実

〔局・署国際税務専門官〕
・国際的な課税上の問題がある事案の発掘、積極的な調査の

実施

情報リソースの充実

〔国外送金等調書の活用〕
・100万円超の国外への送金及び国外からの受金の把握

グローバルネットワークの強化

〔租税条約等に基づく情報交換〕【再掲】
〔ＣＲＳによる金融口座情報の自動的交換〕【再掲】

国際戦略トータルプラン

（注２）BEPS…Base Erosion and Profit Shifting, 税源浸食と利益移転の略

○ 近年、個人投資家からの海外投資や企業における海外取引が増加するなど、経済社会がますます国際化している。

○ 富裕層や海外取引のある企業による、海外への資産隠しのほか、国外で設立した法人や各国の税制・租税条約の違いを利用して税負担を軽減する等の

国際的な租税回避行為に対して、国民の関心が大きく高まっている。

背景

国税庁の
方針

◎ 上記の経済社会の変化等に応じて、国際課税への取組は重要な課題
⇒ 国際戦略トータルプランの各取組を推進し、課税上問題がある場合には、積極的に調査等を実施するなど適切に対処していく

〔ＣＲＳ（注１）による金融口座情報の自動的交換〕
・海外の金融口座情報（預金残高等）の収集

（平成30（2018）年9月までに初回の交換）

（注１）CRS…Common Reporting Standard, 共通報告基準の略

〔財産債務調書の活用〕
・３億円以上の財産（預金、有価証券や不動産等）又は１

億円以上の有価証券等の把握（所得2,000万円超の者）

〔国外財産調書の活用〕
・5,000万円超の国外財産（預金、有価証券や不動産等）

の把握

〔多国籍企業情報の報告制度の創設〕
・多国籍企業のグループ情報の収集

（平成30（2018）年９月までに初回の交換）

〔租税条約等に基づく情報交換〕
・取引の実態、配当や不動産所得等に関する情報の収集

〔局統括国税実査官（国際担当）・国際調査課〕
・国際的租税回避行為に係る資料の収集・分析、調査企画
・複雑な海外取引に係る調査手法の研究・開発

〔国際課税関係の体制整備（平成29（2017）年度要求中）〕

・国際課税の司令塔（庁国際課税企画官）の設置等の要求
・国際課税に係る専担者等の増員の要求

〔重点管理富裕層PTの設置・拡大〕
・富裕層のうち特に高額な資産を有すると認められる者の

管理及び調査企画

〔国際的な枠組みへの参画〕
・BEPS（注２）や税の透明性に関する国際的な議論への

対応

〔徴収共助制度の活用〕
・租税条約締約国にある財産についての相手国の税務当局

への徴収の要請

〔相互協議の促進〕
・国際的な二重課税問題の解決

富裕層・海外取引のある企業

海外への資産隠し

国外で設立した法
人を利用した国際

的租税回避

各国の税制・租
税条約の違いを
利用した国際的

租税回避

～「国際戦略トータルプラン －国際課税の取組の現状と今後の方向－」の概要（平成28（2016）年10月25日公表）～
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